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 ※事務局会議について 

   事務局会議（事務局・事務局補助）は毎月1回。必要に応じて構成員を招集し、拡大事務局会議とする。 

 市協議会 当事者部会 防災WＴ 就労WＴ 相談支援WT 区協議会 
各区指定相談 

事業所連絡会 

 

機能と内容 

・協議会全体の集

約と把握、最終意

思決定の場 

・代表者レベルで、

年２回開催 

・各所の動きを代

表レベルに報告

し、情報共有する

場 

 

・当事者同士が交

流と理解を深め合

う場 

・当事者の意見を

出し、各所に伝え

ていく場 

・障害当事者のみ

１２名で、毎月開

催 

 

  

 

 

 

・H28年度WＴ内で継続検討された 

・H29年度で一旦終結へ 

  

・相談支援に関する

情報を集約し、進捗

把握する 

・情報を整理して、

相談支援について検

討する場 

 

・検討事項 

①相談支援専門員の

人材育成 

②相談支援体制の強

化 

・年間３～４回開催 

・官民の相談支援

の実務担当者を中

心に、毎月開催 

・実務担当者が、

日常的に協働して

高め合う場 

・地域のニーズを

発見し、具体的に

解決する場 

 

・情報交換 

・事例共有 

・研修や交流会等 

 

【追加】 

・H３０年度に区

協議会の部会とし

て位置付けるため

に準備を進める 

①目的の共有 

②運営方法の検討 

構成員 

 

H30年度に向けて

再検討が必要 

 

 

当事者のみ12名 

(再任を妨げない) 

行政 

区協議会 

相談支援専門員など 

計１０名以下 

  

指定相談事業所 

基幹C 

 


